
 

 

令和８年４月１０日 

 

 
（仮称）電解用枠工場建設に係る条例環境影響評価審査書を公告します 

 

川崎市環境影響評価に関する条例に基づき、（仮称）電解用枠工場建設に係る条例環境影

響評価審査書を次のとおり公告します。 

 

１ 指定開発行為の名称及び種類 

名称：（仮称）電解用枠工場建設 

  種類：工場又は事業所の新設（第３種行為） 

 

２ 指定開発行為者 

名 称：旭化成株式会社 

代表者：製造統括本部 川崎製造所長 矢野 達也  

所在地：神奈川県川崎市川崎区夜光１－３－１ 

 

３ 公告日 

  令和８年４月１０日（金） 

 

４ 事業内容等に関する問合せ先 

窓口：旭化成株式会社 川崎製造所 

   住所：神奈川県川崎市川崎区夜光１－３－１ 

   電話：０４４－２７１－２０２１ 

   ＦＡＸ：０４４－２７１－２０６０ 

 

５ 備考（「条例環境影響評価審査書」とは） 

指定開発行為者が作成した条例環境影響評価準備書について、市長は環境の保全の見

地から審査し、条例環境影響評価審査書を作成し、指定開発行為者に送付します。 

 

 

問合せ先 

川崎市環境局環境対策部環境評価課  

電話 ０４４－２００－２１５６ 

ＦＡＸ ０４４－２００－３９２１ 

Ｅメール 30kanhyo@city.kawasaki.jp 

 



 

 

（写） 

 

 

（ 仮 称 ） 電 解 用 枠 工 場 建 設 に 係 る 

条 例 環 境 影 響 評 価 審 査 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

川 崎 市  



 

はじめに 

 

（仮称）電解用枠工場建設（以下「指定開発行為」という。）は、旭化成株式

会社（以下「指定開発行為者」という。）が、川崎区夜光１-３-１の約 0.7ha の

区域において、電解用枠量産用の工場建屋及び生産設備等の建設を行うもので

ある。 

指定開発行為者は、川崎市環境影響評価に関する条例に基づき、令和７年 12

月 17日に指定開発行為実施届及び条例環境影響評価準備書（以下「条例準備書」

という。）を提出した。 

市は、この提出を受けて条例準備書を公告、縦覧したが、市民等からの意見書

の提出はなかった。 

本条例環境影響評価審査書（以下「条例審査書」という。）は、これらの結果

を踏まえ、川崎市環境影響評価に関する条例第 24 条に基づき、条例準備書の内

容を総合的に審査し、作成したものである。 
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１ 指定開発行為の概要 

(1) 指定開発行為者 

名 称：旭化成株式会社 

代表者：製造統括本部 川崎製造所長 矢野 達也 

住 所：川崎市川崎区夜光１-３-１ 

 

(2) 指定開発行為の名称及び種類 

名 称：（仮称）電解用枠工場建設 

種 類：工場又は事業所の新設（第３種行為） 

（川崎市環境影響評価に関する条例施行規則別表第１の５の項

に該当） 

 

(3) 指定開発行為を実施する区域 

位 置：川崎区夜光１-３-１ 

      〔旭化成株式会社川崎製造所（以下「川崎製造所」という。）内〕 

区 域 面 積：約 7,200m2（今回の計画において改変する区域） 

用 途 地 域：工業専用地域 

 

(4) 計画の概要 

ア 目的 

電解用枠量産用の工場建屋及び生産設備等の建設 
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イ 土地利用計画 

土地利用区分 面積(m2) 割合(％)注 1 備考 

計画建物 約 4,700  約 65  電解用枠工場（製造エリア、 

事務エリア）  

緑地（芝地）  約 303  約４  －  

その他 約 2,197  約 31  タンク、ロードセンター注 2など 

計画地合計 約 7,200  100  － 

注 1：割合は、計画地合計面積に対する、計画地内部の土地利用面積の割合を示す。   
注 2：ロードセンターとは、変圧器などの機器をまとめて設置した変圧・配電設備のことで、高圧の電   

気を受け入れて変圧（降圧）した後、低圧の電気を工場内へ配電するものである。  

 

ウ 建築計画等 

施設種類・名称  
建築面積 

(m2) 

延べ床面積

(m2) 
構造 

最高高さ

(m)注 2 
階数 

計画建物  

（本事業）  

電解用

枠工場 
約 4,700 約 10,500 鉄骨造 約 26  ５ 

既設建物注 1  －  約 48,549 約 98,094 －  －  －  

合計  約 53,249 約 108,594 －  －  －  

川崎製造所敷地面積  約 252,186 m2  

建蔽率 約 53,249 m2 ÷ 約 252,186 m2 × 100 ＝ 約 21％ 

容積率 約 108,594 m2 ÷ 約 252,186 m2 × 100 ＝約 43％  

緑化地注 3 約 812 m2 

計画地内の緑地（芝地) 約 303 m2 

計画地外の緑地（芝地） 約 103 m2 

計 約 1,218 m2  

注 1：既設建物は、川崎製造所内の計画建物以外の建物を示す。  
注 2：計画建物については、屋上に機器を設置する計画であるため、これを含めた高さは約 29.5m となる。 

また、建築基準法上の高さは約 24m である。  

注 3：本件緑化地は計画地外に整備される。 
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エ 主要設備 

階数 主な設置設備 

１ 
レーザーマシーン(切断)、プレス機(曲げ加工)、自動溶接機(レーザー、 

電気)、気密検査機、歪み取り機、局排ファン(送風機) 

２ 
自動溶接機(レーザー、電気)、ハンド溶接機(電気)、研磨設備、ウエット

スクラバー、深傷試験、塗装 
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２ 審査結果 

(1) 全般的事項 

本指定開発行為は、電解用枠量産用の工場建屋及び生産設備等の建設で

あり、工事中や供用時における環境上の配慮が求められることから、条例準

備書に記載した環境保全のための措置を実施するとともに、本条例審査書

の内容を確実に遵守すること。 

また、工事着手前に周辺住民等に工事説明等を行い、環境影響に係る低減

策、問合せ窓口等について周知すること。  

 

(2) 環境影響評価項目に関する事項 

ア 温室効果ガス 

本市では、2050 年までに市域の温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指

した施策を推進していることから、更なる再生可能エネルギーの導入に

努めるとともに、計画建物等のエネルギー使用量の削減等につながる対

策を講ずること。  

 

イ 大気質 

計画地及び工事用車両ルートが住宅に近接していること、建設機械の

ピーク稼働時における浮遊粒子状物質の短期将来濃度が、環境保全目標

に近いと予測していることから、条例準備書に記載した環境保全のため

の措置を徹底すること。 

 

ウ 悪臭 

設備の整備、点検による適切な管理を行うとともに、悪臭物質を使用し

ない製品構造及び材質へ変更するよう努めること。 

 

エ 土壌汚染 

土壌汚染が確認された場合には、条例準備書に記載した環境保全のた

めの措置を徹底するとともに、土壌調査・対策の実施に当たっては、市関

係部署と協議すること。 
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オ 騒音 

計画地及び工事用車両ルートが住宅に近接していることから、条例準

備書に記載した環境保全のための措置を徹底するとともに、工事工程、作

業時間、工事用車両の運行時間等について、工事着手前に周辺住民等へ周

知すること。 

 

カ 振動 

計画地及び工事用車両ルートが住宅に近接していることから、条例準

備書に記載した環境保全のための措置を徹底するとともに、工事工程、作

業時間、工事用車両の運行時間等について、工事着手前に周辺住民等へ周

知すること。 

 

キ 低周波音 

計画地が住宅に近接していることから、条例準備書に記載した環境保

全のための措置を徹底すること。 

 

ク 廃棄物等（建設発生土） 

処理する建設発生土については、再利用等を含めた処理方法について、

その実施内容を市に報告すること。 

 

ケ 緑（緑の質、緑の量） 

   （ｱ）緑の質 

     樹種等の植栽に当たっては、その時期、養生等について十分配慮する

とともに、植栽基盤の整備に当たっては、樹木の育成を支える十分な土

壌厚の確保について、市関係部署と協議すること。 

 

   （ｲ）緑の量 

     新たに植栽する樹木等の適正な管理及び育成に努めること。 
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コ テレビ受信障害 

    障害が発生したときの問合せ窓口を周辺住民等に明らかにし、その対

策については確実に実施すること。 

 

サ 地域交通（交通安全） 

    計画地及び工事用車両ルートが住宅に近接していることから、工事に

当たっては、交通安全対策を最優先するとともに、事前に周辺住民等に対

し工事説明等を行い、交通安全対策や工事中の問合せ窓口等について周

知すること。 

 

シ 安全（火災、爆発、化学物質の漏洩等） 

    計画地が住宅に近接していることから、条例準備書に記載した環境保

全のための措置を徹底すること。 

 

(3) 環境配慮項目に関する事項 

条例準備書に記載した「地震時等の災害」、「地球温暖化対策」、「気候変動

の影響への適応」、「酸性雨」及び「資源」の各項目における環境配慮の措置

については、その積極的な取組を図るとともに、具体的な実施の内容につい

て市に報告すること。 

 

 

３ 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過 

令和７年 12 月 17 日 指定開発行為実施届の受理及び条例準備書の受領 

令和８年 １月 ５日 条例準備書公告、縦覧開始 

 ２月 18 日 条例準備書縦覧終了、意見書の締切 

 意見書の提出 なし 

 ４月 10 日 条例審査書公告、指定開発行為者宛て送付 

 

 


